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指定都市の「令和２年度大都市財政の実態に即応する財源の拡充 

についての要望（通称：青本）」について 
 
 
１ 「大都市財政の実態に即応する財源の拡充についての要望（通称：青

本）」とは 
大都市の財政需要に対応した都市税源の強化を図るため、毎年、税財政制度の改正

に関して、指定都市市長・議長の共同要望としてまとめているものです。主に年末の

国予算の編成や税制改正に向けて審議等が本格化する10月から11月に要望行動を実施

しています。 
 
２ 青本要望の背景（厳しい大都市の財政状況） 

 (１) 大都市特有の財政需要による高い歳出水準 

一般的に、都市規模が大きくなるに従いスケールメリットにより効率的な財政 

運営が可能になると言われています。しかし、指定都市では、都市インフラの整

備・維持や都市的課題などへの対応により大都市特有の財政需要が顕在化し、人口

一人当たり歳出額は大きくなっています。 

 

【都市規模に対応した歳出構造（人口一人当たり歳出額）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.4 29.5 37.7 47.8
72.0

187.7
160.1 156.9

153.0

156.7

33.6

30.5 32.4
33.0

41.0
23.6

9.5 8.3

10.1

12.7

63.2

42.4 41.2
44.7

54.0

83.3

41.5 40.1
42.6

51.1

19.5

15.0 18.3
23.8

44.3

58.2

29.1
34.4

35.8

50.3

501.5

357.6
369.3

390.8

482.1

0

100

200

300

400

500

600

指定都市 市

（50万以上）

市

（30万以上50万未満）

市

（10万以上30万未満）

市

（10万未満）
(千円）

公債費

その他

教育費

土木費

商工費

衛生費

民生費

議会費・総務費

令 和 元 年 ８ 月 ９ 日 

大都市行財政制度特別委員会 

配 付 資 料 

財 政 局 

スケールメリットを 
上回る都市的財政需要 

*平成 29 年度市町村別決算状況調 



2 

 

(２) 配分割合の低い市域内税収 

① 国・地方における税の配分状況 

現状における国・地方間の「税の配分」は６：４であり、一方、地方交付税、国

庫支出金等も含めた「税の実質配分」は３：７となっており、依然として大きな乖

離があります。 

 

【国・地方における租税の配分状況（令和元年度）】 

                《現  状》 

 税の配分  税の実質配分 

 

４ 

地方税 

４０兆２，３７８億円 

３７．７％ 

 

７ 

地方 ７５兆１，４８４億円 

７０．５％ 

（地方税40兆2,378億円） 

 

： 

 

 

国税 

６６兆４，２１３億円 

６２．３％ 

 

： 

地方交付税     17兆4,990億円 

地方譲与税     ２兆7,123億円 

国庫支出金     15兆3,942億円 

国直轄事業負担金等   △6,949億円 

６ ３ 国  ３１兆５，１０７億円 

２９．５％ 

 総額１０６兆６，５９１億円 
 

 

② 都市税源の配分割合の状況 

指定都市は、圏域の中枢都市としての役割や、人口の集中・産業集積に伴う都市 

的課題から生ずる大都市特有の財政需要を抱えています。しかしながら、都市税源 

である消費・流通課税及び法人所得課税について、指定都市も一般市町村と同じ配 

分であるため、配分割合が極めて低くなっています。 

 

【都市税源の配分状況（令和元年度）】 

                《現  状》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

注 国の当初予算額、地方財政計画額による数値である。 

（令和元年度） 

法人所得課税の配分割合（実効税率） 消費・流通課税の配分割合 

（令和元年10月1日時点） 

注１ 国の当初予算額、地方財政計画額による数値である。 

２ 東日本大震災による減免などの金額は含まない。 

注１ 実効税率は、法人事業税及び特別法人事業税が損金算入 

されることを調整した後の税率である。 

２ 資本金が１億円を超える法人を対象とした場合である。 

国税 

91．5％ 

道府県税 

４．0％ 

市町村税 

4．5％ 

国税 

７5．4％ 

道府県税 

２1．4％ 

市町村税 

３．2％ 
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③ 大都市特例事務に係る税制上の措置不足 

指定都市は、事務配分の特例により道府県から移譲されている事務・権限（以下 

「大都市特例事務」という。）を担っていますが、必要な財源については、税制上 

の措置が不十分です。 

また、指定都市の市民は、大都市特例事務に係る行政サービスを指定都市から受 

けているにもかかわらず、その経費を道府県税として負担しており、受益と負担の 

関係にねじれが発生しています。 

 

【大都市特例事務に係る税制上の措置不足額】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 厳しい財政状況 

指定都市では、多額のインフラ整備費が必要であることから、人口一人当たり地方

債現在高も突出して高い水準となっています。また、地方債償還額も大きく実質公債

費比率は高い水準にあります。一方で、大都市特有の財政需要に対応する税財政制度

が確立していないため、経常収支比率が高いなど厳しい財政状況となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*令和元年度予算による概算 

道府県に代わって負担している大都市特例事務に係る経費 

（特例経費一般財源等所要額） 
注 道府県費教職員の給与負担に係る経費を除く。 

 

 

税制上の措置不足額 

税制上の措置済額 

 

＜地方自治法に基づくもの＞ 

児童福祉、民生委員、身体障害者福祉 等 

＜個別法に基づくもの＞ 

土木出張所、衛生研究所、定時制高校 

人件費、国・道府県道の管理 等 

約３，８００億円 約２，３００億円 

約１，５００億円 

左の経費に対する税制上の措置 

 

大都市特有の財政需要に対応した都市税源の拡充強化など 

大都市の特性に合った税財政制度の構築が必要 
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３ 税財政に関する国の動向 

 
  

H29年6月9日 

 

 

 

 

 

 

 

H29年12月22日 

 

 

 

・基礎的財政収支（PB）を2020年度までに黒字化し、同時に債務残高対

GDP比の安定的な引き下げを目指す 

・地方公共団体の基金の増加の背景・要因の把握・分析や、地方単独事業

の実態把握と「見える化」に早急に取り組む。あわせて、地方公共団体

間の財政力格差の調整状況を踏まえつつ、地方税の偏在是正につながる

方策を検討 

 

 

 

 

 

H30年6月15日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H30年12月21日 

 

 

 

・新たな財政健全化目標として、経済再生と財政健全化に着実に取り組

み、2025年度の国・地方を合わせたPB黒字化を目指すと同時に、債務残

高GDP比の安定的な引き下げを目指すことを堅持 

・2021年まで、地方の一般財源の総額について、2018年度地方財政計画の

水準を下回らないよう実質的に同水準を確保 

・2019年10月から、幼児教育無償化措置を実施 

・地方法人課税における税源の偏在を是正する新たな措置について検討

し、平成31年度税制改正において結論を得る 

・地方財政計画の一般行政経費（単独）と対応関係にある地方単独事業

（ソフト）等について、実態を把握し見える化 

 

 

 

 

 

・幼児教育・保育無償化について、31年度は、地方負担分を全額国費によ

り対応。32年度以降は、地方財政計画の歳出に全額計上し、一般財源総

額を増額確保 

・31年度税制改正において、地方法人課税における新たな偏在是正措置と

して、都道府県税である法人事業税の一部を国税化して特別法人事業税

及び特別法人事業譲与税を創設 

 

 

R元年6月21日 

 

 

 

・地方歳出について、臨時財政対策債の発行額の圧縮、債務の償還に取り

組み、財政健全化につなげる 

・地方歳出水準について、国の一般歳出の取り組みと基調を合わせつつ、 

一般財源総額について、2018年度地方財政計画の水準を下回らないよう 

にすること 

 

「経済財政運営と改革の基本方針 2017」（骨太方針）閣議決定 

30 年度政府予算案公表 一般財源総額について 29 年度を上回る額を確保 
（一般財源総額６２．１兆円（対前年度＋０．０４兆円）） 

「経済財政運営と改革の基本方針 2018」（骨太方針）閣議決定 

31 年度政府予算案公表 一般財源総額について 30 年度を上回る額を確保 

（一般財源総額６２．７兆円（対前年度＋０．５９兆円））するとともに、 

臨時財政対策債を大幅に縮減（３．３兆円（対前年度▲０．７兆円） 

「経済財政運営と改革の基本方針 2019」（骨太方針）閣議決定 
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４ 令和２年度に向けた青本要望について 

 

(１) 全体構成の見直しについて 

指定都市の置かれている厳しい財政状況をより効果的に訴えるため、これまで資 

料編として掲載していたデータのうち、「Ⅲ 厳しい大都市の財政状況」の一部を 

抜粋し、前文の後ろに掲載しています。 

具体的には、「大都市特有の財政需要による高い歳出水準」があることや「大都 

市特例事務に係る税制上の措置不足」などにより指定都市は「厳しい財政状況」に 

あることを、グラフを用いて説明します。 

 

（２）重点要望事項（案） 

 

税制関係 

１ 真の分権型社会の実現のための国・地方間の税源配分の是正 

・消費税、所得税、法人税等、複数の基幹税からの税源移譲を行い、国・地方間の「税 

の配分」をまずは５：５とすること 

・国と地方の役割分担を抜本的に見直した上で、国と地方の新たな役割分担に応じた

「税の配分」となるよう、地方税の配分割合を高めていくこと 

・地方公共団体間の財政力格差の是正は、法人住民税などの地方税収を減ずることな 

く、国税からの税源移譲等、地方税財源拡充の中で地方交付税なども含め一体的に行

うこと 

２ 大都市特有の財政需要に対応した都市税源の拡充強化 

・大都市特有の財政需要に対応するため、都市税源である消費・流通課税及び法人所 

得課税の配分割合を拡充すること 

３ 事務配分の特例に対応した大都市特例税制の創設 

・道府県から指定都市に移譲されている事務・権限及び新たに移譲される事務・権限 

について所要額が税制上措置されるよう、税源移譲により大都市特例税制を創設する 

こと 

 

 財政関係 

１ 国庫補助負担金の改革 

・国と地方の役割分担の見直しを行った上で、国が担うべき分野については、必要な経

費全額を国が負担するとともに、地方が担うべき分野については、国庫補助負担金を

廃止し、所要額を全額税源移譲すること 

・税源移譲されるまでの間、地方が必要とする国庫補助負担金の総額を確保するととも

に、地方にとって、自由度が高く活用しやすい制度とすること 

２ 国直轄事業負担金の廃止 

・国と地方の役割分担の見直しを行った上で、国が行うこととされた国直轄事業につ 

いては、地方負担を廃止すること 

・現行の国直轄事業を地方へ移譲する際には、所要額を全額税源移譲すること 
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３ 地方交付税の必要額の確保と臨時財政対策債の廃止 

・地方交付税は地方固有の財源であることから、国の歳出削減を目的とした総額の一 

方的な削減は決して行わず、地域社会に必要不可欠な一定水準の行政サービスの提供 

に必要な額を確保すること 

・地方財源不足の解消は地方交付税の法定率引上げにより対応し、臨時財政対策債は速 

やかに廃止すること 

・地方交付税の算定に当たっては、大都市特有の財政需要を的確に反映させるとともに、 

地方交付税額の予見可能性を確保すること 

 

 

５ 令和２年度青本（令和元年度作成）の進め方 

 

今年度の青本のとりまとめ幹事市は、名古屋市となります。 

 ア 青本の作成 

時期 内容 

８月 ９日 
大都市行財政制度特別委員会 

（今年度の青本の要望について） 

８月 23 日 財政担当局長会議において原案確定 

９月下旬 
大都市行財政制度特別委員会 

（今年度の青本の提案事項（最終案）等について） 

９月末～10 月上旬 各市において市長、議長決裁 

 
 イ 税財政関係特別委員会 委員長会議 

時期 内容 

10 月中旬～下旬 党派別要望行動の協議、決定 

 
 ウ 要望行動 

時期 要望先 要望者 

10 月中旬～下旬 内閣府・総務省・財務省 幹事市の市長・議長 

10 月中旬～下旬 衆議院・参議院総務委員会 
幹事市の税財政関係特

別委員長 

11 月上旬～下旬 政党（党派別要望） 
各市の税財政関係特別

委員 
 



大 都 市 財 政 の実 態 に即 応 する 

財 源 の 拡 充 に つ い て の 要 望 

（令和２年度） 

指 定 都 市 

（案） 
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大都市財政の実態に即応する財源の拡充についての要望 

指定都市では、近年における社会経済情勢の変化に伴う社会保障制度の充実向上、生活環境の整備、都市

機能の充実等の財政需要が増加の一途をたどっているほか、道府県から移譲されている大都市特例事務に対

する財政需要がありますが、これらの財政需要に対する税制上の十分な措置がなされていません。また、令和元

年 10 月から消費税率が引き上げられましたが、地方法人税の影響により、都市税源の更なる確保は厳しい状況

となっています。さらに、徹底した行財政改革に取り組んでいますが、経済対策に呼応した社会資本整備などに

係る借入金の償還が大きな負担となっていることに加え、近年、全国的に多発する大規模災害からの復旧・復興

の取組のほか、防災・減災対策の一層の推進に多額の費用が見込まれるなど、財政運営は極めて厳しい状況に

置かれています。 

指定都市は、このような状況の中でも引き続き、圏域における中枢都市として、日本を牽引するエンジンとなり、

日本経済の再生と地方創生及び一億総活躍社会の実現に向けて、先駆的かつ先導的役割を果たすことが不可

欠です。また、少子・高齢化対策、都市の活性化、社会資本の長寿命化等の緊急かつ重要な施策を積極的に推

進していく必要があります。 

そのため、真の分権型社会の実現に向け、国と地方の役割分担を抜本的に見直した上で、新たな役割分担に

応じた税の配分となるよう、消費税・所得税・法人税など複数の基幹税からの税源移譲により税源配分の是正を

行うなど、地方税財源を拡充強化する必要があります。また、増大する財政需要に対応し、自主的かつ安定的な

財政運営を行うためには、国の歳出削減を目的とした安易な地方交付税の削減等を行うことなく、必要な地方財

源の総額を確保するとともに、都市税源の拡充強化を図ること等により、大都市の実態に即応した税財政制度を

確立することが重要です。 

つきましては、次のとおり税財政制度の改正が行われるよう強く要望します。 

令和元年 月 

指定都市市長会 指定都市議長会 
  札 幌 市 長  秋 元 克 広 札幌市議会議長  山 田 一 仁 
  仙 台 市 長  郡   和 子 仙台市議会議長  斎 藤 範 夫 

さいたま市長  清 水 勇 人 さいたま市議会議長  新 藤 信 夫 
  千 葉 市 長  熊 谷 俊 人 千葉市議会議長  小松﨑 文 嘉 
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　①　大都市特有の財政需要による高い歳出水準

　一般的に、都市規模が大きくなるに従いスケールメリットにより効率的な財政運営が可能にな

ると言われている。しかし、指定都市では、法人需要への対応、都市インフラの整備・維持や都

市的課題などへの対応に要する土木費や民生費などの大都市特有の財政需要のほか、道府県から

移譲されている大都市特例事務があることから、人口一人当たり歳出額は大きくなっている。

　②　大都市特例事務に係る税制上の措置不足

　道府県から権限移譲された大都市特例事務の財政負担については、歳出に見合うだけの歳入が

税制上は措置されていない。

【要望の背景】厳しい大都市の財政状況

【都市規模に対応した歳出構造（人口一人当たり歳出額）】

【大都市特例事務に係る税制上の措置不足額】
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③ 厳しい財政状況

　指定都市では、多額のインフラの整備費が必要であることから、人口一人当たり地方債現在高

も突出して高い水準となっている。また、地方債償還額も大きく実質公債費比率は高い水準にあ

る。一方で、指定都市では大都市特有の財政需要に対応する税財政制度が確立していないため、

経常収支比率が高いなど厳しい財政状況となっている。

【経常収支比率】

【人口一人当たり地方債現在高】

【実質公債費比率】

大都市特有の財政需要に対応した都市税源の拡充強化など

大都市の特性に合った税財政制度の構築が必要

③厳しい財政状況

①大都市特有の財政需要

による高い歳出水準

②大都市特例事務に係る

税制上の措置不足
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重点要望事項（税制関係） 

１ 真の分権型社会の実現のための国・地方間の税源配分の是正 

（１）消費税、所得税、法人税等、複数の基幹税からの税源移譲を行い、国・地

方間の「税の配分」をまずは５：５とし、さらに、国と地方の役割分担を抜本

的に見直した上で、その新たな役割分担に応じた「税の配分」となるよう、地

方税の配分割合を高めていくこと。

（２）地方公共団体間の財政力格差の是正は、法人住民税などの地方税収を減ず

ることなく、国税からの税源移譲等、地方税財源拡充の中で地方交付税など

も含め一体的に行うこと。

２ 大都市特有の財政需要に対応した都市税源の拡充強化 

大都市特有の財政需要に対応するため、都市税源である消費・流通課税及び

法人所得課税の配分割合を拡充すること。 

３ 事務配分の特例に対応した大都市特例税制の創設 

道府県から指定都市に移譲されている事務・権限及び新たに移譲される事

務・権限について所要額が税制上措置されるよう、税源移譲により大都市特例

税制を創設すること。 
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重点要望事項（財政関係） 

１ 国庫補助負担金の改革 

（１）国と地方の役割分担の見直しを行った上で、国が担うべき分野については

必要な経費全額を国が負担するとともに、地方が担うべき分野については国

庫補助負担金を廃止し、所要額を全額税源移譲すること。

（２）税源移譲されるまでの間、地方が必要とする国庫補助負担金の総額を確保

するとともに、地方にとって、自由度が高く活用しやすい制度とすること。

２ 国直轄事業負担金の廃止 

国と地方の役割分担の見直しを行った上で、国が行うこととされた国直轄事

業については、地方負担を廃止すること。 

また、現行の国直轄事業を地方へ移譲する際には、所要額を全額税源移譲す

ること。 

３ 地方交付税の必要額の確保と臨時財政対策債の廃止 

（１）地方交付税は地方固有の財源であることから、国の歳出削減を目的とした

総額の一方的な削減は決して行わず、地域社会に必要不可欠な一定水準の行

政サービスの提供に必要な額を確保すること。

（２）地方財源不足の解消は地方交付税の法定率引上げにより対応し、臨時財政

対策債は速やかに廃止すること。

（３）地方交付税の算定に当たっては、大都市特有の財政需要を的確に反映させ

るとともに、地方交付税額の予見可能性を確保すること。
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要望事項（税制関係） 

１ 消費・流通課税の充実 

都市税源である消費・流通課税の市町村への配分割合の大幅な拡充を図るこ

と。 

特に、地方消費税について、国・地方間の税源配分を是正する中で、より一

層の充実を図ること。 

 

２ 所得課税の充実（個人住民税） 

市町村の基幹税目であり、税収の安定した個人住民税について、国・地方間

の税源配分を是正する中で、より一層の充実を図ること。 

 

３ 所得課税の充実（法人住民税） 

都市的税目である法人住民税について、大都市特有の財政需要に対応するた

め、国・地方間の税源配分の是正により、配分割合の拡充を図ること。 

 

４ 固定資産税の安定的確保 

（１）固定資産税は、税源の偏在性が小さく、基礎的行政サービスの提供を安定

的に支える上で重要な基幹税目であるため、今後も公平かつ簡素な税制を目

指すとともに、その安定的な確保を図ること。 

（２）償却資産に対する固定資産税の制度は堅持すべきであり、国の経済対策な

どの観点からの見直しは行わないこと。 

また、平成３０年度税制改正において、国の経済対策の一環として創設さ

れた償却資産に係る中小企業設備投資の特例措置については、今後、対象範

囲の拡大及び期間の延長や類似の特例措置の創設等は行わないこと。 

（３）土地の負担調整措置については、現行の商業地等の据置特例を廃止し、負

担水準を７０％に収斂させる制度とすること。 

 

５ 定額課税の見直し 

相当期間にわたって据え置かれている定額課税については、市町村の財源確

保の観点から、税負担の均衡や物価水準等を考慮しつつ、適切な見直しを行う

こと。 
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６ 税負担軽減措置等の整理合理化 

地方税の税負担軽減措置及び国税の租税特別措置の一層の整理合理化を進

めること。 

特に、新築住宅に係る固定資産税の減額措置を含め、固定資産税・都市計画

税の非課税、課税標準の特例、減額措置等については、抜本的な見直しを行う

こと。 

 

要望事項（財政関係） 

１ 国庫補助負担金の超過負担の解消 

国庫補助負担金の改革がなされるまでの間、存続する国庫補助負担金につい

ては、超過負担の解消を図ること。 

 

２ 地方債の借入条件等の改善と補償金免除繰上償還の実施 

（１）地方債のうち公的資金について、借入条件を改善し、安定的に確保すると

ともに、補償金免除繰上償還については、対象団体の拡大や対象要件の緩和

を図り、改めて実施すること。また、地方債の償還期間については、施設の

耐用年数に応じた弾力的運用を行うこと。 

（２）公共施設等の適正管理の推進に係る地方債については、公用施設も対象と

するとともに、恒久的な措置とすること。 
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［重点要望事項詳細説明］ 
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（１）現状における国・地方間の「税の配分」は６：４である一方、地方交付税、

国庫支出金等も含めた「税の実質配分」は３：７となっており、依然として

大きな乖離がある。 

したがって、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行でき

る真の分権型社会を実現するため、消費税、所得税、法人税等、複数の基幹

税からの税源移譲を行い、国・地方間の「税の配分」をまずは５：５とし、

さらに、国と地方の役割分担を抜本的に見直した上で、その新たな役割分担

に応じた「税の配分」となるよう、具体的な工程を明示し、地方税の配分割

合を高めていくべきである。 

（２）地方公共団体間の財政力格差の是正を目的に導入された地方法人税は、単

に、法人住民税の一部を国税化し、地方交付税として地方に再配分する制度

にすぎず、受益と負担の関係に反し、真の分権型社会の実現の趣旨にも反す

る不適切な制度である。 

もとより、地方公共団体間の財政力格差の是正は、法人住民税などの地方

税収を減ずることなく、国税からの税源移譲や地方交付税の法定率引上げ等、

地方税財源拡充の中で地方交付税なども含め一体的に行うべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 真の分権型社会の実現のための国・地方間の税源配分の是正 

（１）消費税、所得税、法人税等、複数の基幹税からの税源移譲を行い、国・

地方間の「税の配分」をまずは５：５とし、さらに、国と地方の役割分担

を抜本的に見直した上で、その新たな役割分担に応じた「税の配分」とな

るよう、地方税の配分割合を高めていくこと。 

（２）地方公共団体間の財政力格差の是正は、法人住民税などの地方税収を減

ずることなく、国税からの税源移譲等、地方税財源拡充の中で地方交付税

なども含め一体的に行うこと。 

[重点要望事項詳細説明＜税制関係＞] 
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税の配分 税の実質配分 

国 31 兆 5，10７億円 
   ２９．5% 

 

 

国 税 

４５兆２,８３０億円 

5７.４％ 

《現 状》 

総額１０6 兆 6，591 億円 

地方交付税      １7兆4，990億円 

地方譲与税        ２兆7，123億円 

国庫支出金      １5兆３，942億円 

国直轄事業負担金     △６，949億円 

 

地 方 税  40 兆 2，378 億円 

７ 

３ 

 

 

 

地 方 

 

 

 

 

地方税 

 

地 方 

７5 兆 1，484 億円 

７０．5％ 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国・地方における税の配分状況（令和元年度） 

 

： 

4 

６ 

 

真の分権型社会の実現 

《さらに》 《まずは》  

税の配分 税の実質配分 税の配分 役割分担 

国５：地方５ 
国と地方の新たな役割分担 

に応じた「税の配分」 

 

 

地方税 

 

 

国 税 

 

 

 

地方の役割 

国 税 国の役割 

 

５

 

： 

  

５ 

国 

さらなる 

税源移譲 

国６：地方４ 

地方税 

40 兆 2，378 億円 

３7．7％ 

 

注 国の当初予算額、地方財政計画額による数値である。 

複数の基幹税の 

配分割合の 

大幅な引上げなど 

 

税の配分の 
抜本的な 

是正が必要! 

 

６6 兆 4，213 億円 

６2．3％ 

 

： 

税源移譲 

地方法人税の拡大及び特

別法人事業税の創設の影

響により、今後、地方と国

との税の配分格差が更に

拡大する。 
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指定都市は、圏域の中枢都市としての役割や、人口の集中・産業集積に伴う

都市的課題から生ずる大都市特有の財政需要を抱えているが、都市税源である

消費・流通課税及び法人所得課税の配分割合が極めて低くなっている。 

指定都市においては、消費流通活動が活発に行われていること及び法人が産

業経済の集積に伴う社会資本整備などの行政サービスを享受していることを

踏まえ、特に地方消費税（社会保障財源化分以外）と法人住民税の配分割合を

拡充する必要がある。 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

２ 大都市特有の財政需要に対応した都市税源の拡充強化 

大都市特有の財政需要に対応するため、都市税源である消費・流通課税及

び法人所得課税の配分割合を拡充すること。 

[重点要望事項詳細説明＜税制関係＞] 

  

都市的財政需要（全国平均との比較） 

 

 

（倍） 

1.37倍 

1.38倍 

（倍） 

          

（指定都市÷全国） 

2.70倍 

1.55倍 

1.79倍 

指定都市は、都市的インフラの整

備、環境・安全安心、福祉等の都

市的課題を多く抱えている！ 

都市的課題（全国平均との比較） 

 

注１ 各種統計より作成（巻末参照） 
注２ 「生活保護保護率」の全国数値は特別区を含む 

7.06倍 

1.41倍 

 

注 平成 28 年度市町村別決算状況調 

 

（指定都市÷全国） 
（倍） 

指定都市  

 

全国（指定都市、特別区を除く） 

指定都市  
 

全国（指定都市、特別区を除く） 

調整中 

調整中 
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（令和元年度） 

法人所得課税の配分割合（実効税率） 

国税 

７5．4％ 

国税 

91．5％ 

道府県税 

４．0％ 

道府県税 

２1．4％ 

市町村税 

4．5％ 

市町村税 

３．2％ 

消費・流通課税の配分割合 

注１ 国の当初予算額、地方財政計画額による数値である。 

２ 東日本大震災による減免などの金額は含まない。 

注１ 実効税率は、法人事業税及び特別法人事業税が損金算入 

されることを調整した後の税率である。 

２ 資本金が１億円を超える法人を対象とした場合である。 

（令和元年 10 月 1 日時点） 

都市税源の配分割合が 

極めて低い！ 

活発な消費流通活動及び法人の事業活動（指定都市の全国シェア） 

指定都市は全国の人口

の約２割が集中してお

り、年間商品販売額も全

国の約３割を占めるな

ど、消費流通活動及び法

人の事業活動が活発！ 

注 各種統計より作成（巻末参照） 

 

調整中 
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指定都市は、事務配分の特例により道府県から移譲されている事務・権限（以

下「大都市特例事務」という。）を担っているが、必要な財源については、税

制上の措置が不十分である。 

また、指定都市の市民は、大都市特例事務に係る行政サービスを指定都市か

ら受けているにもかかわらず、その経費を道府県税として負担しており、応益

原則に反し受益と負担の関係にねじれが発生している。 

したがって、指定都市の大都市特例事務に係る経費のうち、税制上の措置不

足額については、個人・法人道府県民税及び地方消費税の複数税目からの税源

移譲による税源配分の見直しを行い、大都市特例税制を創設すべきである。 

なお、真の分権型社会を実現していく中で、新たに道府県から指定都市へ移

譲される事務・権限に必要な財源についても、指定都市への税制上の措置を講

ずる必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[重点要望事項詳細説明＜税制関係＞] 

指指定定都都市市のの市市民民はは  

☆☆  大大都都市市特特例例事事務務にに係係るる行行政政ササーービビススはは「「指指定定都都市市かからら受受益益」」  

★★  そそのの経経費費はは「「道道府府県県税税ととししてて負負担担」」  

 

受 益 と 負 担 の 関 係 に ね じ れ 

大大都都市市特特例例事事務務にに係係るる経経費費はは  

道道府府県県かからら指指定定都都市市へへのの税税源源移移譲譲にによよるる  

税税源源配配分分のの見見直直しし（（大大都都市市特特例例税税制制のの創創設設））にによよりり措措置置すすべべきき  

（（個個人人・・法法人人道道府府県県民民税税及及びび地地方方消消費費税税のの複複数数税税目目かかららのの税税源源移移譲譲））  

 

大都市特例税制の創設によりねじれを是正！ 

【大都市特例事務】 
＜地方自治法に基づくもの＞ 

・児童福祉 ・民生委員 ・身体障害者福祉 ・生活保護 ・行旅病人及び死亡人 ・社会福祉事業 ・知的障害者福祉 

・母子･父子家庭及び寡婦福祉 ・老人福祉 ・母子保健 ・介護保険 ・障害者自立支援 ・生活困窮者自立支援 

・食品衛生 ・医療 ・精神保健及び精神障害者福祉 ・結核予防 ・土地区画整理事業 ・屋外広告物規制 

＜個別法に基づくもの＞ 

・土木出張所 ・衛生研究所 ・定時制高校人件費 ・国・道府県道の管理 等 

３ 事務配分の特例に対応した大都市特例税制の創設 

道府県から指定都市に移譲されている事務・権限及び新たに移譲される事

務・権限について所要額が税制上措置されるよう、税源移譲により大都市特

例税制を創設すること。 
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左の経費に対する 

税制上の措置 

大都市特例事務に係る税制上の措置不足額 

（令和元年度予算による概算） 

  

道道府府県県にに代代わわっってて負負担担ししてていいるる  

大大都都市市特特例例事事務務にに係係るる経経費費  
（特例経費一般財源等所要額） 

約３，８００億円 

 

＜地方自治法に基づくもの＞ 

児童福祉 

民生委員 

身体障害者福祉 等 

 

＜個別法に基づくもの＞ 

土木出張所 

衛生研究所 

定時制高校人件費 

国・道府県道の管理 等 

約２，３００億円 

 

約１，５００億円 

 

税制上の措置済額 

 

税制上の 

措置不足額 

注 道府県費教職員の給与負担に係る経費を含まない。 

これに加え、道府県から指定都市への 
新たな事務移譲・権限移譲に伴う所要額に 

ついても、税制上の措置が必要！！ 
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（１）真に住民に必要なサービスを地方自らの責任で自主的、効率的に提供する

ためには、国と地方の役割分担の見直しを行った上で、国が担うべき分野に

ついては、必要な経費全額を国が負担するとともに、地方が担うべき分野に

ついては、国の関与・義務付けの廃止・縮減と併せて、国庫補助負担金を廃

止し、所要額を全額税源移譲すべきである。 

（２）税源移譲されるまでの間、三位一体の改革で行ったような単なる国庫補助

負担率の引下げは、地方の自由度の拡大につながらないことから決して行う

べきでなく、地方が必要とする国庫補助負担金の総額を確保するとともに、

事業規模や使途に関する要件の緩和、予算の流用への弾力的対応、事務手続

の簡素化等、地方にとって、より自由度が高く活用しやすい制度となるよう

見直しを進めるべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[重点要望事項詳細説明＜財政関係＞] 

 

 

[重点要望事項詳細説明＜財政関係＞] 

１ 国庫補助負担金の改革 

（１）国と地方の役割分担の見直しを行った上で、国が担うべき分野について

は必要な経費全額を国が負担するとともに、地方が担うべき分野について

は国庫補助負担金を廃止し、所要額を全額税源移譲すること。 

（２）税源移譲されるまでの間、地方が必要とする国庫補助負担金の総額を確

保するとともに、地方にとって、自由度が高く活用しやすい制度とするこ

と。 
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税源移譲すべき国庫補助負担金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事  項 主 な も の 令和元年度予算額 

奨励的補助金 

（地財法 16 条） 

投資 防災・安全社会資本整備交付金、社会資本整備総合交付金 1 兆 8,826 億円  

経常 子ども・子育て支援交付金、生活困窮者就労準備支援事業費等補助金  2,310 億円 

義務 地域生活支援事業費等補助金、疾病予防対策事業費等補助金 1,411 億円 

国庫負担金 

（地財法 10 条） 

投資 防災・安全社会資本整備交付金、社会資本整備総合交付金 １兆 3,097 億円 

経常 森林病害虫等防除事業費補助金 5 億円 

義務 義務教育費国庫負担金、子どものための教育・保育給付交付金 2 兆 6,497 億円 

小      計 6 兆 2,146 億円 

エネルギー対策特別会計 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 456 億円 

合      計 ６兆 2,602 億円 

注 平成 16 年 7 月に指定都市市長会が提言した「廃止すべき国庫補助負担金」の未実施分に、それ以降新設され

た国庫補助負担金のうち税源移譲すべきものを追加したもの。今後も整理を行い、地方が担うべき分野として

税源移譲すべき国庫補助負担金があれば追加していく。 

   

 

必要な経費全額

を国が負担 

 

税  源  移  譲  

「国庫補助負担金の改革」のイメージ 

国が 

担うべき分野 

 

国庫補助 

 

負 担 金 

 

地方が 

担うべき分野 
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「事務・権限の移譲等に関する見直し方針について」（平成２５年１２月２０日

閣議決定）において、直轄道路・直轄河川については、事務・権限の移譲及び財

源措置の考え方が示されたが、国直轄事業負担金の廃止や税源移譲には触れられ

ておらず、地方の意見を十分に反映したものとなっていないため不十分である。

加えて、道路・河川以外の国直轄事業については、国において、考え方が何ら示

されていない状況であるため、地方の意見を踏まえ、早急に明示すべきである。 

真の分権型社会の実現に向けて、国と地方の役割分担の見直しを行った上で、

最終的に国が行うこととされた国直轄事業については、国の責任で整備を行い、

地方負担は廃止するべきである。 

また、現行の国直轄事業を地方へ移譲する際には、所要額を全額税源移譲する

べきである。 

なお、国直轄事業負担金が廃止されるまでの間、国直轄事業の実施に当たって

は、効率的な事務執行、コスト縮減を徹底するとともに、地方の意見や財政状況

が反映されるよう、国が事業内容、事業費等を決定する前の計画段階から地方と

十分に協議を行い、合意形成できる制度とし、また、その際には詳細な説明と速

やかな情報提供を行うべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[重点要望事項詳細説明＜財政関係＞] 

２ 国直轄事業負担金の廃止 

国と地方の役割分担の見直しを行った上で、国が行うこととされた国直轄

事業については、地方負担を廃止すること。 

また、現行の国直轄事業を地方へ移譲する際には、所要額を全額税源移譲

すること。 
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国直轄事業（整備分）に対する指定都市の負担（国に対して直接支出しているもの）              

（単位：百万円） 

事 業 名 
指定都市における 

国直轄事業費 

国直轄事業に対する 

指定都市の負担額 
負担割合 

国  道  86,345    29,108   34 ％   

港  湾  49,019   16,732  34 ％   

計 135,364   45,840   34 ％   

注 指定都市の負担額は平成 29年度決算による数値である。 

 

 

 

 

（参考）国直轄事業（整備分）に対する指定都市の負担（道府県等を通じて負担しているもの） 

（単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 指定都市の負担額は平成 29年度決算による数値である。 

事 業 名 国直轄事業費 指定都市の負担額 負担割合 

港  湾 8,596 1,375 16 ％ 

農業農村整備 7,794 67 1 ％ 

公  園 2,051 166 8 ％ 

空  港 17,635 1,700 10 ％ 

計 36,076 3,308 9 ％ 
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（１）地方交付税は国から恩恵的に与えられているものではなく、地方固有の財

源であり、国の歳出削減を目的とした総額の一方的な削減は決して行うべき

でない。また、地域社会に必要不可欠な一定水準の行政サービスを提供する

ための財源保障機能と税源偏在の調整機能をもつことから、社会保障と税の

一体改革や人づくり革命のほか、地方公務員法等の改正による会計年度任用

職員制度創設等に伴う新たな地方負担を含めた地方の財政需要や地方税等の

収入を的確に見込むことで、標準的な行政サービスの提供に必要な地方交付

税額を確保すべきである。 

なお、地方の保有する基金は、災害対策など特定の目的のために、各地方

公共団体が地域の実情を踏まえて、各々の責任と判断で積立てを行っている

ものであり、基金の増加や現在高を理由とした地方財源の削減は決して行う

べきでない。 

（２）臨時財政対策債は指定都市への配分が多くなる算定方法となっているた 

め、指定都市の市債残高に占める臨時財政対策債残高の割合は拡大しており、

市債発行額抑制や市債残高削減の取組の支障となっている。地方財源不足の

解消は、地方交付税の法定率の引上げによって対応し、臨時財政対策債は速

やかに廃止すべきである。 

（３）地方交付税は、大都市特有の財政需要を的確に反映させた客観的・合理的

な基準によって算定し、配分すべきであり、大都市に限定した削減は決して

行うべきでない。あわせて、具体的な算定方法を早期に明示し、各地方公共

団体における予算編成に支障が生じないように地方交付税額の予見可能性を

確保すべきである。 

   

 

 

 

 

 

 

 

[重点要望事項詳細説明＜財政関係＞] 
 
３ 地方交付税の必要額の確保と臨時財政対策債の廃止 
（１）地方交付税は地方固有の財源であることから、国の歳出削減を目的とし

た総額の一方的な削減は決して行わず、地域社会に必要不可欠な一定水準

の行政サービスの提供に必要な額を確保すること。 

（２）地方財源不足の解消は地方交付税の法定率引上げにより対応し、臨時財

政対策債は速やかに廃止すること。 

（３）地方交付税の算定に当たっては、大都市特有の財政需要を的確に反映さ

せるとともに、地方交付税額の予見可能性を確保すること。 
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地方交付税の削減状況 

平成１５年度
決定額

平成３０年度
決定額

削減額 削減率

１８兆　　６９３億円 １６兆１，１８１億円 △１兆９，５１２億円 △１０．８％

８兆　　９０８億円 ７兆７，９２４億円
（６．４万円） （６．１万円）

９，４３３億円 ７，０１２億円
（３．６万円） （２．６万円）

△２，９８４億円 △３．７％
全国総額

△２，４２１億円 △２５．７％

市町村分

指定都市総額

 
注１ 指定都市総額には、平成 16 年度以降に指定都市となった相模原市・新潟市・静岡市・浜松市・堺市・岡

山市・熊本市も含む。 

 ２ 地方交付税（全国総額・指定都市総額）のうち、平成 30年度決定額には震災復興に係る特別交付税を含 

まない。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨時財政対策債の配分状況（平成３０年度決定額） 
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一般会計の市債残高に占める臨時財政対策債残高の割合（指定都市総額） 

臨時財政対策債の発行額及び残高の推移（指定都市総額）

臨時財政対策債 一般会計の市債
臨時財政対策債

Ａ
一般会計の市債

Ｂ

平成20年度 2,365 10,654 22,928 171,254 13.4%

平成21年度 3,649 12,326 25,627 172,087 14.9%

平成22年度 6,357 13,487 30,732 172,917 17.8%

平成23年度 6,262 13,130 35,684 173,724 20.5%

平成24年度 6,448 13,402 40,616 174,858 23.2%

平成25年度 6,777 14,252 45,758 176,726 25.9%

平成26年度 6,345 13,185 50,238 178,136 28.2%

平成27年度 5,493 12,640 53,558 177,896 30.1%

平成28年度 4,905 12,040 55,961 180,543 31.0%

平成29年度 6,430 13,644 59,643 184,358 32.4%

注１　各年度の数値は決算額である。
注２　残高は、満期一括償還に備えた減債基金積立額を控除した額である。

発行額 残高

割合
（Ｂ/Ａ）

（単位：億円）
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［要望事項詳細説明］ 
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注１ 地方消費税交付金など、譲与税・交付金の配分後におい

ても、市町村の配分割合は１１．５％に過ぎない。 

２ 国の当初予算額、地方財政計画額による数値である。 

３ 東日本大震災による減免などの金額は含まない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費・流通課税は、都市における消費・物流の実態を反映する都市税源であ

るが、市町村への配分割合は３．２％と極めて低いため、大幅な拡充を図る必

要がある。 

特に、地方消費税は、税源の偏在性が小さく税収が安定した地方の重要な財

源であり、また、社会保障財源化分以外の地方消費税については､都市における

消費流通活動に伴って必要となる都市インフラの整備などの財政需要を賄うに

ふさわしい都市的税目であるため、国・地方間の税源配分を是正する中で、よ

り一層の充実を図る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

消費・流通課税の税目 

国 税 道 府 県 税 市 町 村 税 

消費税、酒税、たばこ税 

揮発油税、地方揮発油税（＊） 

石油ガス税（＊） 

航空機燃料税（＊）、石油石炭税 

電源開発促進税 

自動車重量税（＊） 

国際観光旅客税 

関税、とん税、特別とん税（＊） 

たばこ特別税 

地方消費税（※） 

道府県たばこ税 

ゴルフ場利用税（※） 

自動車取得税（※） 

軽油引取税（※） 

自動車税（※） 

鉱区税 

狩猟税 

軽自動車税 

市町村たばこ税 

鉱産税 

入湯税 

 

注 （＊）の税目は、国から一定の都道府県・市町村に対し譲与税が譲与されている。 

（※）の税目は、都道府県から一定の市町村に対し交付金が交付されている。 

 

 

 

 

１ 消費・流通課税の充実 

都市税源である消費・流通課税の市町村への配分割合の大幅な拡充を図る

こと。 

特に、地方消費税について、国・地方間の税源配分を是正する中で、より

一層の充実を図ること。 

[要望事項詳細説明＜税制関係＞] 

国税 

７５．４％ 

２７兆１，０５１億円 

道府県税 

２１．４％ 

７兆６，７９０億円 

 

市町村税 

３．２％ 

１兆１，６８５億円 

 

消費・流通課税の配分割合（令和元年度） 

消費・流通課税の市町村への 
配分割合が極めて低い！ 
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個人市民税

34.2%

法人市民税

10.8%

固定資産税

39.1%

都市計画税

7.9%

その他

8.0%

 

 

 

 

 

 

個人住民税は、地域社会の費用を広く分担する税であり、基礎的行政サービ

スの提供を安定的に支えていく上で極めて重要な税源である。 

平成１９年度に所得税から個人住民税への３兆円規模の税源移譲が実現し

たものの、依然として市町村の配分割合は低い状況で推移している。 

したがって、個人住民税は、市町村の基幹税目であり、税収が安定している

ことを考慮し、国・地方間の税源配分を是正する中で、より一層の充実を図る

必要がある。 

 

 

 

個人市民税

34.1%

法人市民税

11.0%

固定資産税

39.2%

都市計画税

7.9%

その他

7.8%

 

２ 所得課税の充実（個人住民税） 

市町村の基幹税目であり、税収の安定した個人住民税について、国・地方

間の税源配分を是正する中で、より一層の充実を図ること。 

[要望事項詳細説明＜税制関係＞] 

市町村の配分

割合は、税源移

譲（平成 19 年

度実施）後にお

いても、依然と

して低い状況

で推移してい

る。 

注１ 平成 18 年度から平成 29 年度までは決算額、平成 30 年度及び令和元年度は国の当初予算額、地

方財政計画額による数値である。 

２ 平成 18 年度については、「所得譲与税」を含む。 

３ 東日本大震災による減免などの金額は含まない。 

個人所得課税の配分割合の推移（平成 18 年度～令和元年度） 

指定都市の市税収入に占める個人市民税の割合（平成 29 年度） 

個人市民税は、市税収入に

おいて大きな割合を占め

る基幹税目である。 

注 決算額による数値である。 
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法人は、市町村から産業経済の集積に伴う社会資本整備などの行政サービス

を享受している。しかしながら、都市的税目である法人住民税については、法

人所得課税の市町村への配分割合が、４．５％と極めて低く、大都市特有の財

政需要に対応した税収が確保できない仕組みになっていることから、国・地方

間の税源配分の是正により、その配分割合の拡充を図る必要がある。 

なお、法人住民税は、地域の構成員としての応益負担であり、市町村の基幹

税目として重要な役割を果たしている。その一方で、地方公共団体間の財政力

格差の是正を目的に導入された地方法人税は、単に、法人住民税の一部を国税

化し、地方交付税として地方に再配分する制度にすぎず、受益と負担の関係に

反し、真の分権型社会の実現の趣旨にも反する不適切な制度である。 

もとより、地方公共団体間の財政力格差の是正は、法人住民税などの地方税

収を減ずることなく、国税からの税源移譲や地方交付税の法定率の引上げ等、

地方税財源拡充の中で行うべきである。 

 

 
 

  

 

３ 所得課税の充実（法人住民税） 

都市的税目である法人住民税について、大都市特有の財政需要に対応する

ため、国・地方間の税源配分の是正により、配分割合の拡充を図ること。 

[要望事項詳細説明＜税制関係＞] 

注 平成 28 年度市町村別決算状況調 

法人需要への対応と都市インフラの整備・維持（１人当たり歳出額） 

 

 

産業と人口が集積す

る指定都市では、一般

市に比べて商工費・土

木費の歳出が多い！ 

法人所得課税の収入額（令和元年度） 

 

注１ 国の当初予算額、地方財政計画額による数値である。 

２ 国は法人税、地方法人税及び地方法人特別税の合計、道府県は 

法人事業税及び法人道府県民税法人税割の合計、市町村は法人 

市町村民税法人税割による数値である。 

３ 東日本大震災による減免などの金額は含まない。 

 

注１ 実効税率は、法人事業税及び特別法人事業税が損金 

算入されることを調整した後の税率である。 

２ 資本金が１億円を超える法人を対象とした場合である。 

  

  

 

 

 

（令和元年 10月 1日時点） 

 

国税 

９１．５％ 

道府県税 

４．０％ 

市町村税 

４．５％ 

法人所得課税の配分割合（実効税率） 

法人所得課税の市町村への 
配分割合が極めて低い！ 

 

調整中 
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（１）固定資産税は、指定都市において市税収入の約４割を占めており、税源の

偏在性が小さく、住民税と同様に基礎的行政サービスの提供を安定的に支え

る上で極めて重要な基幹税目であるため、今後も公平かつ簡素な税制を目指

すとともに、その安定的な確保を図る必要がある。 

（２）償却資産に対する固定資産税の制度は堅持すべきであり、国の経済対策な

どの観点からの見直しは行うべきではない。 

また、平成３０年度税制改正において、国の経済対策の一環として創設さ

れた償却資産に係る中小企業設備投資の特例措置については、あくまで臨時

かつ異例の措置であることを踏まえ、今後、対象範囲の拡大及び期間の延長

や類似の特例措置の創設等は行うべきではない。 

（３）土地の負担調整措置については、安定的な財源を確保しつつ、早期に負担

水準の均衡化及び負担調整措置の簡素化を図るため、住宅用地と同様に商業

地等の据置特例を廃止し、負担水準を７０％に収斂させる必要がある。 

 

 

４ 固定資産税の安定的確保 

（１）固定資産税は、税源の偏在性が小さく、基礎的行政サービスの提供を安

定的に支える上で重要な基幹税目であるため、今後も公平かつ簡素な税制

を目指すとともに、その安定的な確保を図ること。 

（２）償却資産に対する固定資産税の制度は堅持すべきであり、国の経済対策

などの観点からの見直しは行わないこと。 

また、平成３０年度税制改正において、国の経済対策の一環として創設

された償却資産に係る中小企業設備投資の特例措置については、今後、対

象範囲の拡大及び期間の延長や類似の特例措置の創設等は行わないこと。 

（３）土地の負担調整措置については、現行の商業地等の据置特例を廃止し、

負担水準を７０％に収斂させる制度とすること。 

[要望事項詳細説明＜税制関係＞] 
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指定都市の市税収入に占める固定資産税の割合（平成 29年度） 

指定都市における固定資産税収の推移（平成 22年度～令和元年度） 

注 決算額による数値である。 

固定資産税は、市税収入に

おいて大きな割合を占め

る基幹税目である。 

当該年度の評価額×

70％に引下げ 

当該年度の評価額×

20％に引上げ 

異なる

水準に

収斂 

前年度課税標準額に据置 

0 

100 

60 

20 

70 

100 

70 

 

0 

当該年度の評価額×

70％に引下げ 

負担水準 負担水準 

当該年度の評価額×

20％に引上げ 

20 

前年度課税標準額 

＋ 

評価額×５％ 

※60％を上回る場合は 60％ 

 

廃止 
前年度課税標準額 

＋ 

評価額×５％ 

※70％を上回る場合は 70％ 

【参考：負担調整措置の仕組み（商業地等）】 

均
衡
化
・
簡
素
化 

異なる

水準に

収斂 

注１ 平成 22 年度から 29 年度までは決算額、平成 30 年度及び令和元年度は各市の当初予算額による数値である。 

２ 評価替え年度は、平成 21、24、27、30 年度である。 
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事業所税  昭和 61 年度から 34 年間据置  

 

 

 

 

 

 

 

特別とん税や法人市民税（均等割）等の定額で課税されている税目について

は、相当期間にわたって税率が据え置かれているものがある。 

したがって、市町村の財源確保の観点から、税負担の均衡や物価水準の推移

等を勘案しつつ、適切な見直しを行う必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 区分  税率 

 入港ごと  20 円／㌧ 

一時納付（1 年分）  60 円／㌧ 

 資本金等の額  従業者数 50 人以下  従業者数 50 人超 

50 億円超 41 万円 300 万円 

50 億円以下 41 万円 175 万円 

10 億円以下 16 万円  40 万円 

 1 億円以下 13 万円  15 万円 

1 千万円以下  5 万円  12 万円 

公益法人など  5 万円 

区分 税率  区分 税率 

資産割 600 円／㎡  均等割  3,000 円 

５ 定額課税の見直し 

相当期間にわたって据え置かれている定額課税については、市町村の財源

確保の観点から、税負担の均衡や物価水準等を考慮しつつ、適切な見直しを

行うこと。 

[要望事項詳細説明＜税制関係＞] 

相当期間にわたって税率が据え置かれている税目 

注 据置年数については、導入初年度を算入している。 

特別とん税  昭和 39 年度から 56 年間据置  

個人市民税  平成 8 年度から 24 年間据置  

法人市民税（均等割）  昭和 59 年度から 36 年間据置  

注 従業者数 50 人以下の額については、平成 6 年度に 1 万円引き上げられている。 

注 平成 26 年度から令和 5 年度までは臨時特例により 3,500 円である。 

注  特別とん税は国税だが、その収入の全額が開港所在市町村に譲与される。 
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地方税の税負担軽減措置及び国税の租税特別措置については、これまでも見

直しが行われてきたが、なお見直しが不十分な状況にある。 

したがって、課税の均衡上適当でないものについて見直しを進めるとともに、

主として国の施策により地方税に影響を及ぼすものなどについては、地方の自

主性・自立性を阻害し、市町村にとって減収の一因となることからも、一層の

整理合理化を進める必要がある。 

その際には、住宅ストックが量的に充足している現状などを踏まえて新築住

宅に係る固定資産税の減額措置を見直すなど、特に、固定資産税・都市計画税

の非課税、課税標準の特例、減額措置等については、抜本的に見直しを行う必

要がある。 

 

 
地方税法における税負担軽減措置等による減収見込額 

（単位：億円）

項  目 減 収 見 込 額 

固定資産税・都市計画税関係 ▲２，３３３ 

個人住民税関係 ▲３，５４８ 

法人住民税・事業税関係 ▲１，２５９ 

合  計 ▲７，１４０ 

 
注１ 地方税関係資料ハンドブック（平成 29 年）による数値である。 

     ２ 地方税法の政策減税措置による平成 28 年度減収見込額である。数値は 1億円単位で計上 

しているため、四捨五入等の調整を行っている。 

 

 

 
 

[要望事項詳細説明＜税制関係＞] 

６ 税負担軽減措置等の整理合理化 

地方税の税負担軽減措置及び国税の租税特別措置の一層の整理合理化を進

めること。 

特に、新築住宅に係る固定資産税の減額措置を含め、固定資産税・都市計

画税の非課税、課税標準の特例、減額措置等については、抜本的な見直しを

行うこと。 
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国庫補助負担金の改革がなされるまでの間、存続する国庫補助負担金について

は、国と地方の適正な財政秩序を確立するため、その算出の際には、事業実施の

ために必要かつ十分な金額を基礎とし、超過負担を解消すべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

国庫支出金対象事業における指定都市の主な超過負担（令和元年度予算）  

事 業 費 
総事業費 

① 

単 独 

事業費 

② 

あるべき 

補助基本額 

③ 

補助基本額 ④ 
超過負担 

⑤：③-④ 

左に対するある

べき補助金 

⑤×各補助率  ④/③ 

保育所等運営費 
5,235 

497 4,738 4,058 85.6% 680 340 

障害者自立支援 

給付費 
5,440 160 5,280 5,148 97.5% 132 64 

小・中学校 

校舎建設費 
363 52 311 182 58.5% 129 53 

 
小学校 300 50 250 158 63.2% 92 39 

中学校 63 2 61 24 39.3% 37 14 

小・中学校 

屋内運動場建設費 
45 6 39 21 53.8% 18 8 

 
小学校 25 5 20 12 60.0% 8 4 

中学校 20 1 19 9 47.4% 10 4 

合  計 11,083 715 10,368 9,409 90.8% 959 465 

 
注１ 補助基本額及び国庫支出金については、令和元年度認証額とし、認証の確定していないものは見込額とする。 

 ２ 保育所等運営費のあるべき補助基本額は、国の基準による徴収金相当額を控除した額とし、保育料の国の基準による額と実収入額との差

は単独事業扱いとする。また、単に各市の政策的判断により継ぎ足して実施した事務事業に係る経費については単独事業扱いとする。 

 ３ 公立保育所運営費等、税源が移譲されているものは対象に含まない。 

 

 

 

 

 

 

１ 国庫補助負担金の超過負担の解消 

国庫補助負担金の改革がなされるまでの間、存続する国庫補助負担金につ

いては、超過負担の解消を図ること。 

 

[要望事項詳細説明＜財政関係＞] 

（参考）地方財政法 第 18条 

国の負担金、補助金等の地方公共団体に対する支出金（以下国の支出金という。）の

額は、地方公共団体が当該国の支出金に係る事務を行うために必要で且つ充分な金額を

基礎として、これを算定しなければならない。 

（単位：億円） 

 

調整中 
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（１）都市施設の整備や累次の景気対策に伴い、特に大都市にとっては公債費が

多大な負担となっており、今後老朽化施設の維持管理・修繕・更新などのほ

か、昨今の大規模災害を教訓として災害に備えることも急務であるため、更

に財政的な負担が増す見込みである。 

   こうした現状を踏まえ、将来の公債費負担の軽減を図るため、地方債のう

ち公的資金について、貸付金利の設定を全て小数第３位へ引き下げるなど、

負担軽減に寄与する借入条件の改善及び安定的な資金量の確保を図るべきで

ある。 

また、補償金免除繰上償還については、利率が５％未満の残債についても

対象とするなど、要件の緩和を図り、改めて実施すべきである。 

さらに、地方債の償還期間については、施設の耐用年数に応じて延長を図

るなど、弾力的運用を行うべきである。 

（２）公共施設等の適正管理の推進に係る地方債については、老朽化対策等の課

題が生じており、災害対策等において重要な役割を担う区役所や消防署など

の公用施設も対象とするとともに、長期的な視点をもって公共施設等の更

新・統廃合・長寿命化などを計画的に行う必要があることから、時限措置で

なく、恒久的な措置とすべきである。 
公的資金の利率別借入残高の構成比 

（平成 30年度決算見込額全会計ベース 指定都市合計） 

 

 

 

 
 

[要望事項詳細説明＜財政関係＞] 

２ 地方債の借入条件等の改善と補償金免除繰上償還の実施 

（１）地方債のうち公的資金について、借入条件を改善し、安定的に確保する

とともに、補償金免除繰上償還については、対象団体の拡大や対象要件の

緩和を図り、改めて実施すること。また、地方債の償還期間については、

施設の耐用年数に応じた弾力的運用を行うこと。 

（２）公共施設等の適正管理の推進に係る地方債については、公用施設も対象

とするとともに、恒久的な措置とすること。 

利率 1%超～2%以下 

41.4% 

利率 2%超～3%以下 

24.5% 

利率 3%超～4%以下  4.6% 

利率 4%超～5%以下 4.1% 

利率 1%以下 

24.7% 

利率 5%超～6%以下  0.6% 利率 6%超～7%以下  0.1% 

利率 7%超～  0.0% 

調整中 
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